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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年６月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者死亡 

発生日時 平成２８年９月４日 １５時２０分ごろ 

発生場所 滋賀県彦根市多景
た け い

島北東方沖（琵琶湖東部） 

多景島四等三角点から真方位０４０°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１９.０′ 東経１３６°１１.９′） 

事故の概要 水上オートバイWAKE
ウエイク

 215 は、遊走中、同乗者及び船長が落水して同

乗者が死亡し、船長が負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ WAKE 215、０.２トン 

２５３－３０５９９滋賀、個人所有 

２.９３ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１４４.２０kＷ、平成１９年３月 

 乗組員等に関する情報 船長（ブラジル連邦共和国籍） 男性 ４７歳 

特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１８年９月２２日 

免許証交付日 平成２８年７月４日 

        （平成３３年９月２１日まで有効） 

同乗者（ブラジル連邦共和国籍） 女性 ３４歳 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者）、軽傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・湖象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４、視界 良好 

湖象：波高 約１.０ｍ、水温 約２９.５℃ 

彦根市には、９月４日００時４４分に雷注意報が発表され、本事故

時も継続中であった。 

彦根地方気象台における観測値によれば、９月４日１６時から５日

０６時にかけて、風力１～４の風、３０.９℃～２４.３℃の気温及び

５日未明から明け方にかけて連続的にしゅう雨が観測されていた。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者」とい

う。）を後部座席に座らせ、遊走の目的で彦根市彦根港北東方約１,３
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００ｍの湖岸を出発した。 

船長は、本船を約６０km/hの対地速力で北西進させていたとき、周

囲の波が高くなり始めた状況を認めたものの、水上オートバイの操縦

に自信があったので、遊走を続けた。 

船長は、前方至近に波高約１.０ｍの波を認めて減速したものの、

同波を正面から受けた際、衝撃で両手が操縦ハンドルから離れ、平成

２８年９月４日１５時２０分ごろ同乗者と共に本船の真後ろに落水し

た。 

船長は、遠ざかっている本船を風下に、溺れている同乗者を風上に

それぞれ認め、同乗者を落ち着かせることを優先した。 

船長は、同乗者を落ち着かせた後、１人で泳いで本船を追い掛けた

ものの、本船に追い付くことができなかったので、同乗者の元に引き

返し、同乗者を引っ張って出発した湖岸に泳いで向かうことにした。 

警察は、１７時４５分ごろ、船長と一緒に湖岸に来ていた知人の１

人から船長と同乗者が沖に出たまま行方不明となった旨の１１０番通

報を受け、警備艇による捜索を開始した。  

船長は、同乗者を励ましながら泳ぎ、日没前、船舶のエンジン音を

数回聞いたものの、周囲に何も見付けられず、日没直後、船舶から湖

面を照らすライトの明かりを数回見たあと、周囲を航走する船舶の気

配を感じることがなくなった。 

船長は、夜間、同乗者を眠らせないように声を掛けながら泳ぎ続け

ていたところ、同乗者の言動に異状を認めるようになり、５日０３時

５０分ごろ同乗者に声を掛けても反応しなくなったことに気付いた。 

船長は、日出直後、至近で捜索している知人の水上オートバイ２隻

を認め、手を振って存在を知らせ、０６時００分ごろ同乗者と共に発

見され、救助された。 

本船は、その後、滋賀県高島
たかしま

市マキノ町の湖岸に漂着しているとこ

ろを発見された。 

同乗者は、搬送された病院で死亡が確認され、低体温症から溺死に

至ったと検案された。 

船長は、別の病院に搬送され、低体温症と診断されて入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、水上オートバイの操縦経験が約１０年あり、また、同乗者

が泳げないことを知っていた。 

船長は、４日朝から、同乗者を含む知人１９人と共に遊走とバーベ

キューを行う目的で琵琶湖に来ており、本船を含む５隻の水上オート

バイと共に遊走を繰り返していたが、単独で沖に向かうことを思い付

いた。 

船長は、湖岸を出発する際、追い風が強いと感じたものの、湖岸付

近の湖面が平穏に見えたので、沖に出ても安全に遊走できると思っ
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た。 

船長は、落水直後、本船が風下に遠ざかっている状況を認めた時、

緊急エンジン停止コードの作動によりエンジンが停止しているはずな

ので、溺れている同乗者を落ち着かせてから追い掛けても、追い付く

ことができるものと思った。 

船長及び同乗者は、本事故時、水着の上に救命胴衣をそれぞれ着用

していたが、携帯電話を所持していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・湖象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 同乗者は、溺死した。 

本船は、琵琶湖東部において、遊走中、波高約１.０ｍの波を正面

から受けたことから、同乗者が船長と共に落水したものと考えられ

る。 

同乗者は、船長が、周囲の波が高い状況下、遊走を続けたことか

ら、波高約１.０ｍの波を正面から受け、衝撃で両手が操縦ハンドル

から離れて本船の真後ろに落水し、後部座席に座っていたので共に落

水したものと考えられる。 

同乗者は、船長と共に救助を求めて泳いでいる間、約１２時間湖水

に身体を浸した状態であったことから、低体温症となり、溺死に至っ

たものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、琵琶湖東部において、遊走中、波高約１.０ｍ

の波を正面から受けたため、同乗者が船長と共に落水したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・波が高い状況下では、遊走しないこと。 

・単独で遊走するときは、防水型の携帯電話を所持することが望ま

しい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

 

 

国土地理院 ２万５千分の１地形図使用 


